
７号

和歌山県消費生活センター 和歌山県消費生活センター紀南支所
〒６４０－８３１９ 〒６４６－００２７
和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８F 田辺市朝日ヶ丘２３番１号 県西牟婁総合庁舎内

０７３－４３３－１５５１ ０７３９－２４－０９９９
平 日 ９：００～１７：００ 平日 ９：００～１７：００

土・日 １０：００～１６：００（電話相談のみ） （土・日・祝日・年末年始を除く）

（祝日・年末年始を除く）

※短縮ダイヤル ☎１８８ でもお近くの相談窓口につながります。

見守りポイント 対 処 方 法

◆「還付金を受け取るためにATMへ行くように」

との電話は詐欺です。相手にしないで

電話を切るようにしましょう。

◎不審な電話が多いなどの相談を受けたら

自動通話録音機などを活用する方法も

あることを伝えましょう。

◎高齢者がATMの前で操作方法について、

携帯電話であれこれ聞いている様子を

見かけたら、「何かお困りですか」と、

声をかけてみてください。

◆詐欺の手口はいろいろあります。

不審な電話がかかってきてもあわてず

警察や消費生活センターに、連絡ください。

◆まずは役所に事実確認！
冷静に対応しましょう。


